
歯科介護支援センターと
口腔ケアセンターの名称の統一
•平成２９年９月１日に統一

•柏歯科医師会内に二つの在宅医療関係の「センター」があるのは内
外共に混乱を招きやすいし複雑

•将来的な事業設計は検討中である

•本来は違う事業であるが、名称と統一し在宅医療の窓口～訪問口
腔ケアを一体的に行える体制であること内外にPRすることが目的

資料８
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歯科衛生士による居宅療養管理指導の流れ(在宅）

歯科介護支援センター（柏歯科医師会窓口）
・訪問歯科診療導入のための予備調査(無料）
・口腔ケアの実施（無料・調査時のみ）

訪問歯科診療が必要

訪問診療を行う歯科医院を調整し，
患者・家族に紹介

訪問歯科診療は不要 終
了

歯科医師による
訪問歯科診療

継続的な口腔ケアが必要

定期的な訪問歯科診療

口腔ケアセンター
・協力歯科医師（研修修了者）による指示に基づく
・居宅療養管理指導の実施

ご本人
ご家族

ケアマネ

かかりつけ有
(直接相談）

かかりつけ無

チェックシート実施し，相談

実施後情報提供

利用者の
情報共有


